
1 

 

開成町協働推進計画（素案） 

 

目次 

第１章 計画策定にあたって 

  １ 計画の趣旨  

  ２ 協働の理念 

  ３ 協働のまちづくりの背景 

４ 協働の担い手と役割 

５ 協働による効果 

６ 計画期間 

７ 数値目標 

８ これまでの開成町における協働の取り組み 

   

第２章 協働のまちづくりを推進するために 

  １ 基本的な考え方 

    （１）目的及び目標 

    （２）協働の原則 

  ２ 協働の形態 

３ 施策体系と各施策内容 

    （１） 協働意識の醸成 

    （２） 自治会の活動支援 

    （３） 町民公益活動団体等への活動支援 

    （４） 町政への住民参加の促進 

     

第３章 進行管理と評価 

  １ 協働推進会議の運営 

  ２ 計画の進行管理 

  ３ 施策、事業の評価と改善 

  ４ 計画の評価 

    （１）施策達成による評価 

    （２）数値目標による評価 

    （３）目標達成による評価 

 

 

 

 

 



2 

 

第１章 

 計画改定にあたって 

１ 計画の趣旨 

（１）計画策定の経過 

開成町では、平成20年（2008年）３月11日に、共助・協働・地域の自治活動

の３つの原則を大切にしたまちづくりを推進することを特徴として、「あじさ

いのまち開成自治基本条例」を制定しました。この条例では、基本理念を「町

民による自治活動を基本に、町民同士の共助を大切にした町民主体の自治を推

進する」とし、町民、議会、町の責務及び役割として、「お互いの自主性を尊

重しながら協働して住みよい町の維持、発展に努めるものとする」としていま

す。 

また、第五次開成町総合計画基本構想においては、基本姿勢を政策に展開す

るための具体的な方向性として４つの視点を定め、その一つに「町民が主体の

いきいきとしたまち」を掲げています。 

このように「あじさいのまち開成自治基本条例」及び「第五次開成町総合計

画」に基づき、協働によるまちづくりの促進に関する施策を総合的、計画的に

取り組むとともに、町民が主役のまちづくりを今まで以上に推進し、「開成町

の自治は町民のためのものである」という条例の基本理念と町の将来都市像を

確実に実現することを目的として、開成町協働推進計画が、平成26年度（2014

年度）から平成30年度（2018年度）までの５年間を計画期間として策定されま

した。 

 

（２）これまでの進捗と課題 

５年間の計画期間で、町民、自治会、町民公益活動団体等、事業者、教育機

関、町が試行錯誤を繰り返しながら、さまざまな取り組みを続けてきた結果、

開成町における協働事業は、着実に浸透してきました。町では、町民公益活動

団体への資金支援制度「町民活動応援事業」や予算編成における「協働推進特

別枠」の創設などにより、町民公益活動団体の活動支援や新たな協働事業の立

ち上げを実現しました。 

しかしながら、一方で、「協働事業に対する評価が町からの一方的なものと

なっており、協働相手との相互評価になっていない」、「町職員、協働相手と

もに協働に対する意識の醸成が不足している」、「町民公益活動団体による事

業等の協働に関する情報発信が不十分であり、協働に取り組みたい、参加した

いと考えている町民の発掘や団体活動のPRにつながっていない」といった課題

が浮かび上がりました。 

平成30年度（2018年度）をもって本計画期間が終了するため、これまでの進

捗状況や課題を踏まえた見直しを行い、平成31年度（2019年度）から平成36
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年度（2024年度）までの６年間を計画期間として、本計画を改定しました。 

 

今回の改定のポイント 

 

○ 意識醸成 

町民及び町職員の協働に対する意識醸成に取り組みます。 

○ 支援の拡充 

町民活動サポートセンター（仮）の設置により、町民公益活動団体の活動

支援を拡充します。 

○ 評価方法の見直し 

町民意識調査の数値を目標とすることで、広く町民の町民の意見を取り入

れ、町と協働相手との相互評価ができるようにしました。また、協働事業

の完了時には、町と協働相手が協働の視点から事業を振り返る場を設け、

双方の意見を評価に反映させます。 

 

 

２ 協働の理念 

「あじさいのまち開成自治基本条例」では、協働は「町民、議会及び執行機関

が、町の課題解決のために対等な立場で、お互いに補い合い協力すること」と

定義しています。 

また、まちづくりの理念は、「お互いの自主性を尊重しながら協働して住みよい

町の維持・発展に努める」となっています。 

 本条例に基づくまちづくりを進めることは、町民の主体性を確立することに

他なりません。町民主体の自治を確かなものとすることで、「町民が主役となる

まち」をつくりあげるとともに、町としても町民の視点に立って、町民の要望

にきめ細かく対応する施策が実行できます。 

また、合わせて「暮らしやすく、町民として誇りを持って住み続けたくなるま

ち」を実現します。 

 

３ 協働のまちづくりの背景 

（１）社会経済情勢の変化 

全国的には人口減少や少子・高齢化が進行していますが、本町においては

人口の増加が続き、今後もしばらくは増加が予想され、平成34年度（2022

年度）で19,300人程度と推計されます。しかし、本町においても平成30年

（2018年）１月における高齢化率は25.7％となっており、引き続き高齢化

が進むものと予測されています。 

高齢者人口の増加は、働いて税金を納める世代が減少することになり、町

の税収が減少し厳しい財政状況となります。このような状況の中では、こ
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れまで同様の町民サービスを維持していくことは難しい状況となってきま

す。 

 

（２）地方分権と地方創生の推進 

   これまで国が決めていた各種基準を町が独自に決めたり、県が持ってい

る様々な権限を町へ移したりするなど、町の自主性、自立性を高める改革

を進めるよう、関係する多くの法律を一括して改正する地域主権推進一括

法が平成23年（2011年）に施行されました。 

このことにより、国と地方は「上下・主従」の関係から、「対等・協力」

の関係へと転換し、町は国や県から権限を受けながら、自立して自らの責任

と判断で取り組んでいくこととなりました。 

また、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある

日本社会を維持していくことを喫緊の課題として、平成26年（2014年）に「ま

ち・ひと・しごと創生法」が制定されました。 

本町においても、国及び県の人口ビジョン・総合戦略を勘案しつつ、本町

の地域特性を踏まえ、「開成町人口ビジョン」及び「開成町総合戦略（平成

27年度（2015年度）～31年度（2019年度））を策定しました。 

こうした分権型社会では、町民が地域の実情にあった主体的な参画をする

ことが重要となります。 

国や県からの権限移譲により、町が担う業務が増加し活動領域が拡大する

こともあり、これまでのように町のみがサービスを担うのではなく、町民と

の連携が欠かせなくなってきました。 

 

（３）町民ニーズの多様化・高度化  

社会が成熟していくにつれて、個人の生活様式・価値観が大きく変化して

きており、町内には地区ごとに異なる課題やニーズが、今まで以上に見受

けられ、対応する幅も広がっています。 

また、求められるサービスも多様化・高度化してきています。かつては家

庭で対応していた育児や介護といったサービスが、労働環境の変化や核家

族化等により、家庭での対応が難しくなり、その結果、新たなサービスの

需要も生じてきています。 

これからは、地域の様々な主体が町民サービスを担っていく必要があると

考えられます。 

 

（４）町民活動の活性化・参加意識の高まり 

社会が大きく変化する中で、町民が自発的に地域の課題を解決していこう

とするボランティア活動や地域活動が活発化し、その活動領域も拡大して

きています。 
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また、団塊の世代を中心に、経験や能力を生かしながらまちづくりに参加

し、自分の思いを形にしたいという意欲を持った方が多く見られるようにな

りました。 

これまで町が担っていたサービスを、町民が主体的に担うなど、地方自治

の担い手にも変化が起こっています。 

平成23年（2011年）３月11日に発生した東日本大震災を契機に、絆や助け

合いの大切さが見直され、地域活動やボランティア活動が活発化するなど、

地域や世代、主体を越えた地域づくりへの関心が今まで以上に高まってい

ます。 

 

４ 協働の担い手と役割 

協働によるまちづくりを効果的に進めていくためには、それぞれの協働の担

い手が得意とすることを発揮しあうとともに、役割分担を明確にして、対等な

立場でできること、やるべきことを協力して行うことが重要です。 

協働の担い手には、町民、自治会、町民公益活動団体、事業者、教育機関、

町があり、それぞれの協働の担い手の主な役割や取り組み等をまとめると、次

のようになります。 

 

 

主体 役割分担 

町民 ○まちづくりの主体 

まちづくりの主体として、町政及び地域の自治活動に参加することが求めら

れます。 

○自治会や町民公益活動団体への参画 

 自治会をはじめとする、町民公益活動への自主的な参画が求められます。 

○地域の課題を解決 

各地域における様々な課題の解決に向けて、継続的な取り組みの当事者とし

ての役割が求められます。 

現状 

○協働に対する理解が不足し、町への依存意識も強い。 

○自発的に取り組む人よりも、「やらされている」という意識の人の方がまだ

まだ多い。 

○まちづくりへの参加意識はあるが、具体的な行動につながっていない。 

課題 

○協働の意識を押し付けるのではなく、それぞれの生き方を通じて地域に関わ

る社会を目指すため、町民に対して的確に情報を伝え、活動に参加するきっ

かけづくりや環境、仕組みを構築する必要があります。 
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主体 役割分担 

自治会 ○町民同士の親睦と絆づくり 

行事やイベント等への参加を通じて、町民同士が親睦を深め、いざというと

きに助け合えるような絆を育むことが求められます。 

○地域の課題を解決 

各地域には、子育て、地域福祉、防災、防犯、交通安全、環境保全等、さま

ざまな課題があります。このような課題は、近くに住む町民同士で力を合わせ

なければ解決できないものが多く、地域で考え、話し合って、解決に向けて活

動することが求められます。 

○地域意見の町政反映 

自治会の代表である自治会長や役員は、町民からの多種多様な意見を取りま

とめ、町に要望・提案をすることや、審議会や各種委員会の委員となって意見

を述べることが求められます。 

現状 

○自治会への加入率が低下傾向にある。（平成 30年度（2018年度）80.6％） 

○特にアパートやマンション入居者の自治会加入率が低い。 

○町からの依頼事項が多く、自治会の負担になっている。 

○高齢化や人材の固定化等により、自治会活動に支障が出てきている。 

課題 

アパートの入居者等の自治会未加入対策をはじめ、人材の固定化の解消、こ

れまで自治会活動に参加のなかった方の参加を促すとともに、町からの依頼事

項における自治会の負担軽減にも努める必要があります。 

主体 役割分担 

町民公益

活動団体

等 

○町民サービスの担い手 

団体の特性を生かし、町では取り組みが難しい多様化した町民ニーズに対応

した、幅広いサービスを担うことが求められます。 

○専門的知識や情報等の提供 

団体の専門的知識やノウハウ、情報等を、町や他の団体に提供し、まちづく

りの様々な機会において、有効に活用されることが期待されます。 

現状 

○それぞれの活動が町民にあまり知られていない。 

○活動の基盤が弱い。（財源、人材、拠点等） 

○他団体などとの連携・協力がうまく図られていない。 

○町行事に参加する団体の固定化。 

課題 

町民公益活動団体は、特定のテーマを持ちながら自発的、自主的に活動して

いることから、個別的で多様なサービスの提供や、新たな課題に対して創造的
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で先駆的な取り組みが期待されます。 

このため、町がそれぞれの特性を生かし、協力して取り組んでいく必要があ

ります。また、活動情報の提供が必要になります。 

主体 役割分担 

事業者 ○まちづくり活動への参加、支援 

地域のイベントや清掃活動等に、企業として、あるいは従業員が地域の一員

として参加することが求められます。また、人的・財政的な支援や、情報・技

術の提供を行うことが求められます。 

○企業の果たす社会的責任（ＣＳＲ） 

 ボランティア活動支援などの社会貢献や、地域社会への参画による地域貢献

などが求められます。 

現状 

○事業者間で、利益にならない社会的貢献活動などへの参画意識や理解協力に

差がある。 

○個別対応が多く、他事業者などとの連携・協力がうまく図られていない。 

課題 

事業者の中には、協働に対する意識に差があることから、協働を推進してい

くためのＰＲをする必要があります。また、積極的に協働推進に取り組んでい

る事業者との連携を図る仕組みづくりが必要となります。 

主体 役割分担 

教育機関 ○地域社会への貢献 

自治会や町民公益活動団体等との協力により実践教育を作り出し、その学習

目標を共有することから、それぞれの強みを生かした相乗効果を生み出し、地

域社会の活性化や次世代の人材育成等の地域貢献が期待されます。 

現状 

○教育機関や町民の時間確保が難しい。 

○教育機関を支えてくれる町民とのマッチングが難しくなっている。 

○教育機関と町民との連携が不足している。 

課題 

教育機関と町民が協力し、体制づくりを進めていくことが必要です。 

また、教員や町民が、子どもたちと向き合う時間を増やし、さらに地域住民

などの学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図る必要があ

ります。 

主体 役割分担 

町 ○情報の公開 

協働の機会を見出し、まちづくりに関する情報の積極的な提供が求められま

す。 
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○町民公益活動団体等との連携 

町民公益活動団体等との協働による地域課題の解決のため、事業の推進が求

められます。 

○各種団体への活動支援 

研修などにより協働に対する意識の高揚を図るとともに、自治会その他のコ

ミュニティ活動を促進するために必要な支援が求められます。 

現状 

○職員の協働に対する意識が低く、町全体での取り組み体制ができていない。 

○協働を推進するための情報提供や情報発信が不足している。 

課題 

研修などにより、職員の協働に対する意識の高揚を図るとともに、協働を意

識した事業展開により、町民主体のまちづくりの環境を整え、町民と町等との

個々の協働の取り組みの基盤となる仕組みや制度を充実していくことが必要

です。 

 

５ 協働による効果 

 協働のまちづくりを推進していくための具体的な指針を示すことで、町と町

民等との連携イメージが明確となり、それにより事業の企画・立案段階からそ

れぞれが関わるきっかけができ、適切なパートナーシップが築かれるとともに、

各々がメリットを見出しながら協力することで、情報やノウハウの集積、人的

パワー等が活用できる範囲などが拡大します。 

 また、町民ニーズに即した企画、立案が可能になるほか、より大規模で幅広

い事業の展開、集客力の強化等が期待されます。 

 

６ 計画期間 

  本計画の期間は、「第五次開成町総合計画後期基本計画」と整合性を図るた

め、平成 31年度（2019年度）から平成 36年度（2024年度）までの６年間と

します。 

総
合
計
画 

基本構想（12年間） 

平成 25年度（2013年度）～平成 36年度（2024 年度） 

前期基本計画（６年間） 

平成 25年度（2013年度） 

～平成 30 年度（2018年度） 

後期基本計画（６年間） 

平成 31年度（2019年度） 

～平成 36 年度（2024年度） 

協
働
推
進
計
画 

 第１次協働推進計画 

（４年間） 

平成 26年度（2014年度）

～平成 30年度（2018年度） 

第２次協働推進計画 

（６年間） 

平成 31年度（2019年度） 

～平成 36 年度（2024年度） 
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７ 数値目標 

  本計画の終了時、６年後の目指すべき数値目標は、平成 30年（2018年）５

月に実施した町民意識調査の数値をもとに、下記の通り設定しました。 

開成町協働推進計画数値目標 

 

基本成果指標 

平成 30年度 

（2018年度） 

実績値 

平成 36年度 

（2024年度） 

目標値 

１ 開成町が「協働のまちづくり」

を目指していることを知ってい

る町民の割合 

46.5% 65% 

２ 開成町は「協働のまちづくり」

が進んでいるまちだと感じる町

民の割合 

21.7% 30% 

３ 地域活動やボランティア活動に

参加した経験（参加する意向）

がある町民の割合 

74.5% 80% 

４ 町民活動サポートセンター（仮）

登録団体数 
42団体 65団体 

※「４ 町民活動サポートセンター登録団体数」の平成 30年度（2018年度）実

績値は、平成 24年度（2012年度）～平成 29年度（2017年度）町民活動応援

事業採択団体、開成町社会福祉協議会登録ボランティア団体等の数を参考値

としています。 
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８ これまでの開成町における協働の取り組み 

 開成町における主な協働の取り組みは次のとおりです。 

 

分野 具体的な取り組み 

コミュニティ まちづくり町民集会（平成 18年度（2006年度）～） 

地域リーダー育成研修会（平成 25年度（2013年度）～） 

自治会加入促進 

町民活動応援事業（平成 24年度（2012年度）～平成 29年度（2017年度）） 

教育 学校地域安全推進事業（平成 8年度（1996年度）～） 

人材バンク制度（平成 8年度（1996年度）～） 

コミュニティスクール（平成 22年度（2010年度）～） 

土曜学校推進事業（平成 28年度（2016年度）～） 

健康・福祉 いきいき健康体操指導員活動（平成 18年度（2006年度）～） 

母子保健推進員活動（平成 6年度（1994年度）～） 

食生活改善推進員活動（昭和 39年度（1964年度）～） 

健康普及員活動（昭和 54年度（1979年度）～） 

ファミリー・サポート・センター事業（平成 26年度（2014年度）～） 

子ども・子育て支援活動助成事業（平成 30年度（2018年度）～） 

高齢者等地域見守り（平成 25年度（2013年度）～） 

防災・安全 災害時応援協定（平成 24年度（2012年度）～） 

防災訓練（昭和 55年度（1980年度）～） 

防災講座（平成 23年度（2011年度）～） 

地域防災リーダー養成講座（平成 29年度（2017年度）～） 

開成町消防組織強化推進連絡協議会（平成 29年度（2017年度）～） 

災害時要援護者登録制度（平成 18年度（2006年度）～） 

かいせい防犯まちづくり事業（平成 18年度（2006年度）～） 

環境 かいせいクリーンデー（平成 3年度（1991年度）～） 

ホタルの里づくり推進事業 

街づくり 公園ボランティア（平成 24年度（2012年度）～） 

道路緑地管理のボランティア（平成 29年度（2017年度）～） 

産業・文化 あじさい剪定ボランティア（平成 8年度（1996年年度）～） 

あじさい里親制度（平成 20年度（2008年度）～） 

開成町あじさいまつり・阿波おどり（昭和 63年度（1988年度）～） 

瀬戸屋敷ひなまつり（平成 20年度（2008年度）～） 

町政 あじさいのまち開成自治基本条例施行（平成 20年度（2008年度）） 

開成町協働推進計画（平成 25年度（2013年度）） 

SNSによる情報発信（平成 25年度（2013年度）～） 
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かいせい男女共同参画推進ボランティア（平成 14年度（2002年度）～） 

協働意識向上のための職員研修（平成 17年度（2005年度）～） 

 

 

○主な取り組み 

 ●まちづくり町民集会 

 

 町の施策を町民に伝え、町政に対す

る理解を深めるために、町長と町民が

直接対話する「まちづくり町民集会」

を開催しています。 

 

 

 ●地域リーダー育成研修会 

 

 自治会の人材育成を支援し、地域活

動の活性化を促進するため、自治会の

役員の方や、地域のきずなづくりを実

践したい方などを対象として、地域活

動への参加促進の仕組みづくりや、地

域課題の発見と解決の手法を学ぶ、

「地域リーダー育成研修会」を開催し

ています。 

 

 ●町民活動応援事業 

 

 町民が自主的・自発的に企画、立案、

実施する公益的な事業に対して、町が

資金的な援助をする制度です。平成 24

年度～平成 29年度の６年間で、延べ

50団体に対して助成しました。 
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 ●ファミリー・サポート・センター事業 

 

 育児の援助を受けたい人と援助を

したい人が会員登録を行い、会員間で

子どもの預かり等の相互援助活動を

実施しています。 

 

 

 ●土曜学校推進事業 

 

 教育委員会が主体となって、学校で

の教育課程以外の時間に、子どもたち

が教育活動や体験活動ができるよう、

土曜学校を実施しています。 

 

 

 ●いきいき健康体操指導員活動 

 

いきいき健康体操指導員を中心に、

地域でかいせいいきいき健康体操を

はじめ、運動の普及活動を壮年期から

高齢者を中心に展開しています。 

 

 

 ●交通安全運動の推進 

 

 学校、自治会、交通指導隊、町、警

察など関係機関が連携、協力して１

日、15日の交通安全日及び交通安全重

点日に朝の街頭指導をしています。 

 また、交通指導隊、警察、学校、町

が連携し、小学校４年生に自転車運転

免許講習、夏には自転車の安全乗り方

教室を実施しています。 
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 ●かいせいクリーンデー 

 

町民、自治会、企業等が連携し、環

境美化活動を通して、環境美化意識の

向上を図るため、かいせいクリーンデ

ーを夏（７月）と春（３月）に年２回

実施しています。 

 

 

 

●あじさい剪定ボランティア 

 

 自分たちのまちに愛着を持つ町民

等のボランティアが、あじさいまつり

期間終了後、あじさいの花の剪定を行

っています。 
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第２章 協働のまちづくりを推進するために 

１ 基本的な考え方 

（１）目的及び目標 

 この計画によって達成したい「まちのあるべき姿」は、次のとおりです。 

 

 

協働によるまちづくりの促進に関する施策を総合的、計画的に取り組むとと

もに、町民が主役のまちづくりを今まで以上に推進し、「開成町の自治は町民の

ためのものである」という条例の基本理念と町の将来都市像を確実に実現する

こと。 

 

 

 

 

 

○協働のまちづくりの担い手が増えること。 

○協働が効果的に行われること。 

○協働に対する理解が深まること。 

 

 

（２）協働の原則 

 協働を推進するうえで大切なことは、「協働」とはそれ自体が目的ではなく、

相乗効果を得ながら社会的課題を解決するという共通の目的を達成するための

方法であることを認識することです。 

 このため、その効果を町民などに供与するためには、町民及び町等が、次に

掲げる基本原則に立って、事業を実施する必要があります。 

 

 ①目的・目標の共有 

  協働事業に関わる全ての人が同じ目的を共有するとともに、協働事業の実

施にいたるまでのプロセスなどが全て明らかにされた状態で取り組むことが

必要です。 

 

 ②対等な関係の尊重 

  協働においては、町民と町等がお互いをまちづくりのパートナーとして認

識し、対等な関係のもとに事業に取り組む必要があります。それにより、町

民に自己責任の意識が高まり、自主的・自発的な活動につながっていきます。 

また、町は町民を支援する立場というよりも、町民とともに地域づくりを行

っていく当事者であるという意識を持つことが大切です。 

目標（何がどうなれば目的が達成できるのか） 

目的（この計画が目指すこと） 
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 ③自主的・自立性の尊重 

  町民と町等は、連携をとりながらも、お互いの行動が自己責任のもとにあ

ることを認識し、それぞれの特性をいかして取り組みます。一方に依存する

のではなく、お互いに自立した関係を保つことが重要です。 

 

 ④相互理解の促進 

  協働を行うときには、話し合いの場をつくり、それぞれが立場や考え方の

違いを認識し、お互いを理解し合い、自主性を尊重したうえで、知恵と力を

集結し、相乗効果の創出に努めることが必要です。 

 

 ⑤情報の公開・共有 

  事業を円滑に実施するために、お互いが持っている情報などを共有する必

要があります。 

また、積極的な情報公開で説明責任を果たすことによって、町民や町等の活

動に対する町民の理解が深まります。 

 

２ 協働の形態 

  協働事業には、様々な形態があり、それぞれの事業目的等に応じて、適切な

形態を検討する必要があります。 

 各協働形態の内容、効果、留意点を整理すると、概ね次のようになります。 

協働の形態 内 容 効 果 留 意 点 

委託 

特性を生かして

より効果的に事業

を実施するため、町

民公益活動団体等

に事業実施を委託

します。 

町民公益活動団体等

の有する専門性、先駆

性、柔軟性等の特性が

発揮され、より創造的、

先駆的な取組みやきめ

細やかで多様なサービ

スが提供できます。 

対等なパートナーシッ

プで事業を行います。 

また、必要に応じて協定

書などを締結する必要が

あります。 

補助 

公益上必要であ

ると認められる場

合に、町が町民公益

活動団体等に財政

的支援を行います。 

町が取り組みにくい

事業を支援すること

で、事業効果が高まり、

多様なサービスが期待

できます。 

事業完了後は、対象事業

の評価を行い、公益性や事

業の費用対効果等を確認

します。必要に応じて協定

書などを締結する必要が

あります。 
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指定管理 

地域集会施設や

公園施設等の設置

目的を効果的に達

成するために、自治

会や企業を指定管

理者として施設の

管理・運営を行いま

す。 

地域の実情にあった

きめ細かい管理・運営

が可能になります。ま

た、企業等が持つノウ

ハウを生かすことで、

施設がより活発に利用

されます。 

公募基準を設け、適切な

団体を選定し、協定書によ

り、相互の責任の範囲を確

認する必要があります。 

支援 

公益性の高い活

動を行う町民公益

活動団体等に対し、

活 動 に 必 要 な 場

所・物品・用具等を

提供します。 

町の手の届かない分

野に対して、町民公益

活動団体などが労力を

提供することにより、

迅速できめ細かなサー

ビスの提供が可能とな

ります。 

町からの押しつけにな

らないよう配慮が必要で

す。 

実行 

委員会等 

町民公益活動団

体や町等、その事業

実施の責任を担う

ものが新たな主催

団体を組織し、事業

の企画・立案・運営

等を行います。 

企画段階からの協働

が可能であり、相互理

解や信頼関係が深ま

り、円滑な推進体制が

構築されます。 

また、町民公益活動

団体等の豊かな発想と

ネットワークが生かさ

れ、広く町民参加が呼

びかけられます。 

集団的な意思決定の中

で、責任の所在が曖昧にな

りやすいので、十分に協議

し、役割分担や経費負担等

を明確にする必要があり

ます。 

共催 

町民公益活動団

体等と町がともに

主催者となって事

業を行います。 

企画段階からの協働

が可能となり、相互理

解が深まり、信頼関係

が醸成されます。 

お互いが対等な立場で

役割分担を行い、協定書な

どで相互の責任の範囲や

経費分担を明確にする必

要があります。 
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協力 

町民公益活動団

体等と町が協力し

て、一定期間、継続

的に事業を実施し

ます。 

町民公益活動団体等

と町のお互いの特性が

生かされ、より効果の

高い事業を行うことが

可能となります。 

また、継続的な協力

関係が構築できます。 

十分協議を行ったうえ

で、目的、役割・責任分担、

経費負担、有効期間等につ

いて、協定書などを締結す

る必要があります。 

後援 

町民公益活動団

体等が行う事業に

対して、町が名義後

援など、財政的支援

以外の支援を行い

ます。 

町が後援することに

より、その事業の社会

的信用や認知度が高ま

り、町民の理解と参

加・参画が促進されや

すくなります。 

事業の公益性、社会的有

用性に基づき後援するこ

ととし、あらかじめ承認・

不承認の基準を定める必

要があります。 

政策提言 

企画立案 

町民公益活動団

体等と町が、政策立

案や事業企画を行

うにあたって、お互

いの提言や意見等

を取り入れます。 

体験に基づく地域の

課題や、町民のニーズ

を的確に把握でき、創

造的で先駆的な施策形

成につなげることが可

能となります。 

提言・提案等については

真摯に受け止め、その内容

について十分に協議・検討

する必要があります。 

情報提供 

情報交換 

町民公益活動団

体等と町が、それぞ

れ持っている情報

の公開や提供、意見

交換等を通じて、情

報を共有します。 

また、町民公益活

動団体同士等の情

報交換を町が支援

します。 

町では把握できない

地域の実状や課題を把

握することが可能にな

るとともに、町民公益

活動団体等の活動の幅

が広がります。 

情報の取扱いに注意す

るとともに、一方的な情報

提供、情報収集にならない

ように努める必要があり

ます。 
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アダプト 

プログラム 

公共の場所を養

子にみたて、町民が

里親となって養子

の美化（清掃）など

を行い、町がこれを

支援します。 

活動が地域に浸透す

ることで、町民への啓

発効果が生じ、例えば

ポイ捨てが減り、ごみ

の減量化に結びつくな

ど、結果的に清掃業務

等に係る経費の削減に

つながります。 

アダプトプログラムを

継続的に進める方策につ

いて、町は多くのメニュー

を提示する必要がありま

す。 

 

３ 施策体系と各施策内容 

開成町における協働の取り組みや、現状と課題を踏まえ、目標を達成し、協

働のまちづくりを町民と一緒に進めていくために、町が取り組むべき施策の方

向性を示し、さらなる協働推進の強化を図ります。 

 施策体系については、推進方針、基本方策、具体的施策の３段階に分け、次

の表に示し通りです。また、推進方針別の各施策についての詳しい内容につい

ては、後述の通りです。 

《施策体系》 

推進方針  基本施策  具体的施策 

１ 協働意識の醸

成 

 意識の啓発  ・各種啓発イベント等の開催 

 職員の意識改革  ・職員研修の実施 

     

２ 自治会の活動

支援 

 自治会の組織力強化 

 

 ・自治会活動の PR 

・広報活動の強化   

 自治会向け研修の実施  ・地域リーダー育成講座等の実施 

     

３ 町民公益活動

団体等への活動支

援 

 

 情報発信・PR支援  ・各種啓発イベント等の開催 

・情報発信の支援 

 マッチング支援  ・多様な主体間の交流の場の提供 

 活動のステップアップ支

援 

 ・効果的支援講座の開催 

・助成制度や講座に関する情報の提供 

・協働事業の実践事例の共有 

  

  

 協働事業の提案  ・積極的な協働事業提案のしくみづくり 

 町民活動サポートセンタ

ー（仮）の設置・運営 

 ①情報発信の場 

・各種啓発イベント等の開催 

・情報発信の支援 

②情報収集の場 

・補助金や講座に関する情報の提供  
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③活動の場 

・活動場所、設備の提供 

④交流の場 

・情報交換会等の開催 

⑤参加の場 

・相談、イベントや講座の充実 

     

４ 町政への住民

参加の促進 

 広報広聴活動の充実  ・様々な広報媒体の活用 

・意識調査、まちづくり町民集会等の実施  

 計画づくりと進行管理へ

の参画 

 ・計画策定過程への町民参画の促進 

・計画進行管理への町民参画の促進 

 

（１）協働意識の醸成 

 町民の協働に対する意識が深まるよう、広報活動や啓発活動に努めます。ま

た、年齢や性別を問わず、全ての町民の力をこれからのまちづくりに発揮して

いただけるよう、参加のきっかけとなるようなさまざまな企画の実施に努めま

す。さらに、地域活動の有力な担い手である現役を退いた世代や、将来的な協

働の推進につなげるため若い世代を対象とした取り組みについても検討し実施

します。 

また、町職員が協働について正しく理解し、協働のまちづくりに向けて取り

組めるよう、研修を実施します。 

基本施策 内   容 

意識の啓発 ○協働推進計画の周知を通じ、町民の協働に対する理解の

促進に努めます。 

○年齢や性別にかかわりなく、すべての方が地域の中でま

ちづくりのために意見を出し合い尊重し合えるように啓発

します。 

○町民の地域活動への参加のきっかけづくりや、団体の活

動を広く知ってもらうための事業を実施します。 

○将来の協働の担い手となる若い世代向けの啓発事業を検

討し実施します。 

職員の意識改革 ○現状では所属や所管により差がある職員の協働に関する

理解を深めるための研修を実施します。 
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（２）自治会の活動支援 

 地域にふさわしい多様な公共的サービスが提供されるよう、地域活動の主と

なる自治会活動を支援します。 

基本施策 内   容 

自治会の組織力

強化 

○地域への関心を高め、町民相互の連帯感を醸成するため、

自治会による地域活動の基盤となるコミュニティ活動を支

えます。 

○各自治会の情報や抱える課題を共有して解決に導く検討

を進めるとともに、町民の自治会への加入促進に努めます。 

○自治会の重要性について、広報紙やホームページなどに

より周知を図り、町民の意識高揚に努めます。 

自治会向け研修

の実施 

○自治会活動を推進するため、自治会活動等に見識の深い

講師を招いて地域リーダー育成講座を実施します。また、

防災に特化した地域防災リーダー養成講座を実施し、地域

防災の要となる人材を養成します。 

 

 

（３）町民公益活動団体等の活動支援 

 ボランティアや NPO 法人などの町民公益活動団体がその特性を活かし、自主

的な取り組みを円滑かつ活発に行えるよう、メンバーの資質向上のための講座

の開催やリーダーとなる人材の育成など活動基盤の強化を支援します。 

また、町民公益活動団体が活発に活動できるよう、活動拠点及び活動支援の

拠点となる町民活動サポートセンター（仮）を町民センター内に設置し、活動

拠点支援のほか、活動団体間の交流促進や相談窓口（コーディネーター）の活

動支援体制の充実を図ります。 

※町民活動サポートセンター（仮）の開設時期は、平成 32 年（2020 年）10

月を予定 

基本施策 内   容 

情報発信・PR 支

援 

○団体の活動を広く知ってもらうための各種啓発イベント

などの開催を通じ、団体の会員増加につながるよう支援し

ます。 

○団体が開催するイベント情報や会員募集案内などを平成

32年度（2020年度）から利用を開始する役場庁舎に設けら

れる協働コーナー及び「広報かいせい」、町ホームページに

掲載します。 
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マッチング支援 ○各種啓発イベントなどの開催を通じて、新たに町民公益

活動に参加したい人と会員を募集したい町民公益活動団体

とのマッチングや団体間の交流を支援します。 

活動のステップ

アップ支援 

○町民公益活動に参加している町民や活動団体を対象に、

円滑な活動やメンバーの資質向上のための講座を開催しま

す。 

○町民公益活動の促進を図るため、町だけでなく県や財団

の補助金や講座に関する情報について、町民公益活動団体

へ情報提供します。 

○協働事業の実践事例をわかりやすく取りまとめ情報共有

を図ります。 

協働事業の提案 ○町から各種団体に対して、それぞれの特性を生かした連

携や協働事業の提案を積極的に行います。 

○町民が町との協働事業を提案できる制度の導入について

検討します。 

町民活動サポー

トセンター（仮）

設置・運営 

①情報発信の場 

○ボランティア、NPO 法人などの町民公益活動団体に対す

る理解と参加機会の拡充を図るため、団体に関する情報発

信に努めます。 

②情報収集の場 

○町民公益活動の促進を図るため、町だけでなく県等の補

助金や講座に関する情報、各町民公益活動団体の取り組み

についての情報を掲載する掲示コーナーを設置します。 

③活動の場 

○町民公益活動団体が無料もしくは安価で利用できる活動

場所や設備を整え、活発に活動できるようにします。 

④交流の場 

○町民活動サポートセンター登録団体による活動報告会及

び情報交換会を開催し、活動団体間の交流、連携を促進し

ます。 

⑤参加の場 

○新たに町民公益活動に参加したい人のために、イベント

や相談窓口、講座などを充実させて、参加機会を促進しま

す。 
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（４）町政への住民参加の促進 

 まちづくりへの関心と参加意識の醸成を図るため、様々な広報媒体を活用し

て町政に関する情報を積極的に発信します。さらに、町政に対する評価とニー

ズを的確に把握するための広聴活動の充実を図ります。 

 また、町民の各種計画づくりへの参画を積極的に推進することにより、意見

を幅広く計画に反映する仕組みを構築するとともに、計画の進行管理における

町民参画の仕組みを整備します。 

基本施策 内   容 

広報広聴活動の

充実 

○町政に関する情報、町民生活や町民公益活動に関する情

報を広報紙、町ホームページ等の多様な媒体を利用し、広

く提供します。 

○町政に関する情報の積極的な提供により、町政への関心

と参加意識の醸成を図ります。 

○町 Facebookやインスタグラムなどの SNSにより、効果的

に受発信できるよう充実に努めます。 

○町政に対する評価やニーズを的確に把握するため、町民

意識調査、まちづくり町民集会を定期的に実施します。 

計画づくりと進

行管理への参画 

○町政運営に関する各種計画づくりへの町民の参画を積極

的に促進します。 

○パブリックコメントの活用により、幅広く意見を聴取し

計画に反映します。 

○計画の進捗状況を把握できるようにし、町民の目線で計

画の進行管理ができる仕組みを構築します。 
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第３章 進行管理と評価 

１ 協働推進会議の運営 

 本計画や、協働によるまちづくりを推進するための町の取り組みについて、

評価や検討を行うとともに、必要に応じて見直しを行うための、学識経験者や

各種町民活動団体、公募町民等による「協働推進会議」を運営します。 

 

２ 計画の進行管理 

 開成町協働推進計画実施計画進行管理シートを活用し、具体的な取り組みな

どについて、年度ごとに進捗状況を把握します。年度当初に、その年度の事業

計画について協働の視点から検討を行い、事業完了後に評価を行うものです。 

また、その評価結果を町ホームページ等で公表し、町の協働の取り組みにつ

いての情報を広く発信します。 

３ 施策、事業の評価と改善 

 協働により実施している事業について、おおむね年１回、実施する主体同士

が相互評価を行い、協働の目的や協働により得られた効果等について、同じ視

点から振り返る場を設けます。これにより、評価が一方的になるのを防ぎ、各

事業が着実にまた継続的に実施されるようＰＤＣＡサイクルによる改善を促し

ます。 

 

４ 計画の評価 

 計画年度の終了にあたっては、次により、計画の評価を行います。 

 

（１）施策達成による評価 

  第２章で挙げた具体的施策項目ごとに、実施計画進行管理シートに記載さ

れた事業を関連づけます。これにより、各事業において、具体的施策項目に

どのように取り組んだか検証するとともに、達成度を評価します。 
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（２）数値目標による評価 

  第１章で掲げた目標値により、計画進捗の評価を行います。指標１から指

標３までの数値の把握にあたっては、総合計画策定時に実施する「町民意識

調査」内に同様の質問項目を設け、継続して達成度をはかります。 

 

   

基本成果指標 

平成 30年度

（2018年度） 

実績値 

平成 36年度 

（2024年度） 

目標値 

１ 開成町が「協働のまちづくり」

を目指していることを知ってい

る町民の割合 

46.5% 65% 

２ 開成町は「協働のまちづくり」

が進んでいるまちだと感じる町

民の割合 

21.7% 30% 

３ 地域活動やボランティア活動に

参加した経験（参加する意向）

がある町民の割合 

74.5% 80% 

４ 町民活動サポートセンター（仮）

登録団体数 
42団体 65団体 

※「４ 町民活動サポートセンター登録団体数」の平成 30年度（2018年度）実

績値は、平成 24年度（2012年度）～平成 29年度（2017年度）町民活動応援

事業採択団体、開成町社会福祉協議会登録ボランティア団体等の数を参考値

としています。 

 

 （３）目標達成による評価 

  第２章で挙げた目標を達成したかどうか、（１）施策達成による評価及び（２）

数値目標による評価を参考に、総合的に評価します。 

 

○協働のまちづくりの担い手が増えること。 

○協働が効果的に行われること。 

○協働に対する理解が深まること。 

 

 

 

 

 

 

 


